
21

情報あらかると

※昭和１５年１月２日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が
１２５万円以下の方に対する市・道民税の非課税措置が、平成１８
年度から廃止されました。このことにより、所得段階が変更に
なり介護保険料が上がる方の負担を緩和するため、平成１８年度
と平成１９年度において激変緩和措置がとられましたが、平成２０
年度についても引き続き行います。

※介護保険料の納付方法は、公的年金などから天引きする『特別
徴収』と、納入通知書で納める『普通徴収』があります。原則
として、公的年金などの年間受給見込額が１８万円以上の方は
『特別徴収』となり、それ以外の方は『普通徴収』となります。
年度の途中で６５歳になられた方や登別市に転入された方などは、
年金の受給見込額が１８万円以上の方でも当分の間『普通徴収』
となりますが、順次『特別徴収』に移行します。

※７月中旬に６５歳以上の被保険者全員に納入通知書（介護保険料
額決定通知書）を郵送します。

介護保険料と納め方のお知らせ
６５歳以上の方に納めていただく平成２０年度の介護保険料は、本

人の所得や世帯の課税状況などにより、次の通りとなります。

保険料（年額）対 象 者所得段階

２１，０００円生活保護受給者、または世帯全員が市民税非課
税で老齢福祉年金を受給している方第１段階

２１，０００円
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的
年金等収入額と合計所得金額の合算額が８０万円
以下の方

第２段階

３１，５００円世帯全員が市民税非課税で、第１・第２段階に該
当しない方第３段階

４２，０００円本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税
者がいる方

第４段階 ３４，８００円第４段階のうち、第１・第２段階からの激変緩和
措置対象者

３８，２００円第４段階のうち、第３段階からの激変緩和措置
対象者

５２，５００円本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２００
万円未満の方

第５段階
４２，０００円第５段階のうち、第１・第２段階からの激変緩和

措置対象者

４５，３００円第５段階のうち、第３段階からの激変緩和措置
対象者

４８，７００円第５段階のうち、第４段階からの激変緩和措置
対象者

６３，０００円本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２００
万円以上の方第６段階

問い合わせ 高齢・介護グループ（緯碓８５５７２０）

社会教育グループ
からのお知らせ

三市合同女性国内派遣事業
の参加者を募集します
地域で活動している室蘭・登別・

伊達市内の女性を先進地に派遣し、
女性の社会参加や地域活動、学習活
動などの研修を行い、リーダー養成
や団体活動の活性化を図ります。

▼期間 ８月２８日木～３１日日

▼研修内容 施設見学、国立女性教
育会館（埼玉県）での交流フォー
ラム

※事前研修（８月５日火・市民会館
１階大会議室）と事後研修（未定）
を行います。

▼対象 市内に居住し、事前・事後
研修に参加できる原則６０歳未満の
女性

▼参加負担金 ３０，０００円

▼定員 ３人（室蘭・伊達市からも
３人ずつ参加）

▼派遣者の決定 選考により決定

▼申し込み 社会教育グル－プに備
え付けの参加申込書と『女性の地
域活動について』のレポート（原
稿用紙２枚程度）を７月１８日金ま
でに提出

申し込み・問い合わせ
社会教育グループ

（緯碓８８１１２９）


